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１ この事業の目的は何ですか？ 大学生等の県内就職又は就業を促進し､産業界

と協力して若者の鳥取県への定着を図り､地域

の中核企業等を担うリーダー的人材を確保する

ことです。 

２ 奨学金の貸与（返還）を証するものはどこに依頼

すればよいですか。 

貸与を受けている奨学金事業実施団体に依頼し

てください。 

※奨学生証や貸与奨学金返還確認票は証明書と

なりませんので御注意ください。 

なお、日本学生支援機構の奨学金を貸与してい

る場合は、スカラネット PS内の「詳細情報」の

プリントアウトも証明となりますので、ぜひご

活用ください。 

 

３ 支給対象者の要件を教えてください。 大学等に在学する学生（６年制の大学は薬学部

及び獣医学部に在籍する学生に限る）及び大学

等を卒業した 35歳未満の方で、無職又は有期雇

用の状態であるか、若しくは県外に居住し県外

の事業所等に勤務する方（ただし、対象業種か否

かを問わず、県内の事業所に正規雇用で就職又

は就業したことがある方は除く。）。 

※大学等：大学（短大を含む。）、大学院の修士課程、

高等専門学校、専門学校（専修学校専門課程）、職

業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職

業能力開発短期大学校 

 

４ 支給対象者の認定を受けましたが、いつまでに

就職又は就業しないといけませんか？ 

認定申請後お送りする認定通知書に記載されて

いる「認定期間」内に就職又は就業してくださ

い。「認定期間」内に就職又は就業できなければ

支給対象者の認定は無効となります。 

 

５ 支給対象者の認定後に、さらに貸与する奨学金を

増やすなど、認定内容に変更があった場合の手続

きはどうすればよいですか？ 

支給対象者の認定内容の変更申請が必要ですので

以下の書類を提出してください。 

① 認定変更申請書 

② 支給対象者認定通知書の写し 

③ 変更の内容を証明するもの 

④  
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６ 交付申請に必要な免許証が交付申請期限までに

届きません。免許証無しで交付申請を行ってよ

いですか？ 

交付申請期限までに、免許証にかわる登録済通

知書（証明書）、試験合格証の写しを提出して

申請してください。 

７ 交付決定を受けたら、奨学金の返還は猶予され

るのですか。 

本助成金は、奨学金の返還を猶予するものでは

なく、奨学金の返還に対して助成をするもので

あることから、約定に従って奨学金を返還して

ください。 

８ 助成金はいつもらえますか。 助成金は、交付決定後、原則８年間に分けて支払

われます。 

各年度の助成金の支払いは、毎年度報告してい

ただく状況報告書に基づいて審査をし、助成金

額を確定した後になります。１回目の状況報告

書の提出は、就職した年度の翌年度です。 

９ 専門学校を卒業後、短大に通い卒業予定です。短

大では奨学金を借りていません。交付申請の際

に提出する卒業証明書は、どちらの学校のもの

が必要ですか？ 

専門学校と短大、両方の卒業証明書が必要で

す。 

10 対象業種に就職又は就業して助成金支給を受け

ているときに転職した場合、助成金の支給はど

うなりますか？ 

① 対象外業種へ転職、県外の事業所へ転職 

 

② 県内の対象業種へ転職 

 

 

①の場合、助成金の支給対象外となります。 

支給された助成金は返還いただく可能性がありま

す（ただし、事業主都合の解雇の場合は除く。）。 

②の場合、離職後、１年以内に県内の対象業種へ

再就職（正規雇用）した場合は引き続き助成金の

支給対象となります。 

「交付変更申請書」により、就業先が変更したこ

とを申請してください。 

11 繰り上げ返還をした場合、助成金はどうなりま

すか？ 

本助成金は、交付決定及び助成期間において、奨

学金を返還中又は奨学金の返還残高があること

が条件の一つになっています。 

従って、繰り上げ返還等により助成を受けるこ

とが出来なくなる、又は助成金額が減額になる

場合があります。 

12 県内の事業所に採用されましたが、助成金の支

給を受けている途中に、県外の事業所等に一時

的に転勤となった場合は、引き続き助成を受け

る事ができますか。 

原則８年間の助成期間うち、鳥取県内に在住し

ている期間のみ対象とし、助成金を支給します。

ただし、転勤・出向の場合は、通算３年以内は支

給対象とし、助成金を支給します。 

県外へ転居し、県外の事務所に拠点を移動し、そ

の後県内での就業が見込めない場合には、助成

金の支給対象外となります。 
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13 毎月の奨学金返還額を変更（減額返還、返還猶

予）しましたが、どんな手続きが必要ですか？ 

「交付変更申請書」により変更申請をしてくだ

さい。内容の分かる書類の写しの提出もお願い

します。 

 

14 奨学金返還を延滞している場合、延滞をまとめ

て支払った場合は、助成対象になりますか？ 

延滞をしている場合、毎年度の状況報告書の提

出までに延滞分を支払えば該当年度分の助成の

対象となります。 

 

15 産休、育休期間は助成金の支給対象となります

か？ 

離職しなければ助成金の支給対象となります。 

介護休暇、病気休暇の場合も適用します。 

 

16 金融機関の教育ローンは対象となりますか？  教育ローンは対象となりません。 

 

 


